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障害者に対する注目が高まる現在においても、様々な問題が存在している。そのなかでも障害者雇用に着

目し、働きやすい環境のための取り組みを提案する。 
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１． 障害者数と労働者雇用の現状 

内閣府(2023)によると、年々障害者数は増加す

る傾向にある。これは主に 2 つの要因が関係して

いる。1 つ目は、高齢化によって 65 歳以上の人口

に占める割合が高くなる中、ますます多くの高齢

者が身体障害を持っていると認定されるようにな

っているためである。また、認知症を発症し精神障

害と認定される人も増加している。2 つ目は、以前

に比べて知的・精神障害者が世間に認知されるよ

うになり、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の

取得者が増加したためである。 

厚生労働省（2023）によると、障害者の実雇用率

が法定雇用率 2.3％を超える 2.33％に達し、法定

雇用率達成企業の割合は 50.1％に達した。未達成

企業は 53963 社であり、そのうち不足数が 0.5 人

もしくは 1 人である企業は 66.7％となっている。

また障害者を 1 人も雇用していない企業は約

31643社であり、未達成企業に占める割合は 58.6％

となっている。 

企業規模別でみてみると、従業員数 1000 人以上

の企業は実雇用率 2.55％、達成企業の割合 67.5％

となっている。国全体の割合がそれぞれ 2.33％、

50.1％となっていることからみても高い水準に位

置している。しかし、従業員数 43.5 人以上 100 人

未満の企業はそれぞれ 1.95％、47.5％となってお

り、全体より低い水準に位置している。このことか

ら、中小企業による障害者雇用の促進が課題であ

る。 

先行研究である中嶋学ほか(2013)では、離職か

ら再就職までの流れや原因について言及している。

しかしながら、企業側の雇用や働き方の分析は行

われていないため、この点を私たちの課題として

取り上げたい。 

 

２．キキコネ～企業と企業をコネクトする～ 

厚生労働省（2021）によると現状として、企業と

就労支援センター・特別支援学校が密な関係を築

き、障害者雇用の拡充に向けて取り組んでいるが、

企業同士でコミュニティーを作り障害者雇用に対

して取り組んでいるということはあまり多くない。

そこで、同業種の中小企業を中心にコミュニティ

ーを作ることを目指すため、私たちは法定雇用率

達成企業による講習会と、マッチングアプリを作

ることを提案する。法定雇用率未達成企業は、そも

そも障害者を雇用するにあたり何が必要なのかが

分からない可能性がある。まずは講習会を開催し、

障害者雇用に対する知識を多くの企業に学んでも

らう。そして法定雇用率達成企業と未達成企業を

結び付けるマッチングアプリをつくり、その講習

会に参加した企業に登録してもらう。同業種や近

隣の地域の企業をマッチングし、障害者のための

職場や仕事内容を実際に見学に行き学び、自社に
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取り入れてもらうことを目指す。講習会に参加し

ていない企業にも、ＳＮＳや八王子市のホームペ

ージ等でマッチングアプリを宣伝することで、よ

り多くの登録会社数を目指せるだろう。 

 

３．フットサル大会「みつ八」 

企業側が障害者を雇えるシステムを整えること

は大切である。バリアフリーやテレワークの導入

をして働きやすい環境を整えるだけでなく、障害

者トライアル雇用などの職業体験の機会を増やす

など、企業側が積極的な取り組みをおこなう。そう

することで、障害者は働きやすくなり、入社した後

とのギャップを少なくすることができる。しかし、

私たちは障害者にとって一緒に働く人たちからの

理解が大切だと考える。そのためにコミュニケー

ションをとる機会を設けることを提案する。障害

者と企業のコミュニケーションの機会を作るため

に私たちができることは、スポーツで両者をつな

ぐことだと考える。例えば、八王子市で活動してい

る障害者で編成された社会人フットサルチームが

あるため、そのようなチームと協力し企業の方を

呼んでフットサルで交流の場を設けることを提案

する。私たちも企画運営に携わりながら学生チー

ムとして参加し、障害者に対する理解を深められ

ると考えている。 

 

４．結論 

近年、障害者への認識の広がりや関心が高まっ

てきているため、国だけでなく各企業でも障害者

にとって働きやすい環境づくりが進みつつある。

企業同士での協力やバリアフリー化もその一環と

して進められているが、個人情報を含むため取り

扱いに注意しなければならず、コストや年月もか

かると考えられる。加えて、法定雇用率を達成して

いる企業は増加しているものの、割合は半分ほど

になっており十分とは言えない。そのため、企業同

士の連携を促す講習会、マッチングアプリの使用

やフットサル大会「みつ八」を通じて障害者への理

解を深めてもらうことで障害者が働きやすい環境

を提供できると考える。しかし、マッチングアプリ

については同業種の企業に限定することによって

需要と供給のバランスがとれない点やフットサル

大会についてはフットサル大会後の結びつきが希

薄になるおそれがある点が課題として残ると考え

る。 
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